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第６０回 西都市都市計画審議会

１．場 所 コミュニティーセンター２階図書室

２．出席委員 １４名

１番 熊野 稔 ２番 嶋本 寛 ３番 壹岐 敏秀

４番 橋口 久德 ５番 山地 将生 ６番 米良 弥

７番 橋口 登志郎 ８番 狩野 保夫 ９番 日髙 重徳

１０番 迫 節夫 １１番 柳田 敬 １２番 杉田 幸男

１３番 濵砂 京子 １４番 奥口 一人

３．欠席委員 ０名

４．出席職員 建設課 ５名

課長 浜砂 孝嗣 課長補佐 浜砂 勝 係長 幣島 雄二

主査 原田 恵 主事補 戸髙 真太郎

５．審議会次第

１） 委嘱状交付

２） 開会のことば

３） 市長あいさつ

４） 委員及び職員の紹介

５） 会長選任

６） 会長あいさつ

７） 議席の決定

８） 会長職務代理者及び議事録署名委員の指名

９） 議案審議

１０） その他

１１） 閉会のことば
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６．議事の趣旨

委嘱状交付

（事務局）

本日は、西都市都市計画審議会の開催をお願いしましたが、委員の皆様には、

大変お忙しい中ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。本日は委員が

変わって第 1回目の都市計画審議会になります。本来であれば、開催に先立ち

まして、委嘱状の交付を行うところですが、新型コロナウイルス感染症対策の

観点から、会の短縮を図るために事前に机上にお配り致しました。ご理解のほ

ど宜しくお願い致します。

ここでご報告がございます。西都市都市計画審議会条例第６条で委員の半数

以上の出席がなければ会議を開くことが出来ないとなっております。

本日の出席は１４名中１４名全員出席でございます。今回は成立することをこ

こにご報告致します。

開会のことば

（事務局）

それでは、ただいまから第６０回西都市都市計画審議会を開催致します。申

し遅れましたが、私は本日の会の進行をさせていただきます、建設課長の浜砂

孝嗣と申します。本日は宜しくお願い致します。

市長あいさつ

（事務局）

初めに市長が挨拶を致します。

（市長）

今回は、大変お忙しい中をですね、足下の悪い中を第６０回の西都市都市計

画審議会にご出席頂きまして、誠にありがとうございます。また今日は全員ご

出席ということでですね、本当にありがたいことでございます。梅雨が明けた

のですけども、明けてから雨が多くなってきたかなと、そういう気が致します。

全国どこもですね、災害列島でありましてですね、色んな災害が起こっていま

すが、我々この西都市はなんとか免れているということで、ありがたいなと思

っております。またコロナにつきまして、第５波がくるんではないかという具

合に、特に関東周辺ではですね、感染者が増えてきてましてですね、オリンピ

ックを前にして、大変憂慮されるとこでありますが、宮崎県におきましてはね、

感染拡大があまりおきていないということでこれは本当にありがたいことで

javascript:contents_go%28%270798%27%29


あります。

今回の審議会はですね、令和２年度に、皆様に委嘱させて頂きまして、初め

ての審議会となります。久しぶりにこういった審議会を行いますが、回数は６

０回と数を数えておりますけれども、特に今回はですね、宮崎県立西都商業高

校跡地の利活用に関しましてですね、色々とご審議頂くということになってお

りまして、特に諮問の内容は、西都市都市計画用途地域の変更ということ、第

１種から第２種への変更ということになりますが、それからもう一つ、西都市

都市計画地区計画の決定という、二つでございますけれども、それぞれについ

てご審議頂きたいと思っております。

今のところですね、いったん県から西都市が買い受けまして、その用地をで

すね、株式会社日南に譲渡する、売却するということで議会では議決を頂いて

います。西都市の活性化のために利活用させて頂きたいというそういう思いで

ございますので、どうかよろしくご審議頂きますようよろしくお願い申し上げ

まして、私からのあいさつとさせていただきます。

（事務局）

このあと市長は公務が入っていますので、これで退席いたします。

委員及び職員の紹介

（事務局）

続きまして、委員及び職員の紹介をさせて頂きたいと思います。

宮崎大学地域資源創成学部教授 熊野稔委員でございます。

宮崎大学工学教育研究部准教授 嶋本寛委員でございます。

西都市農業委員会会長 壹岐敏秀委員でございます。

杉安堰土地改良区理事長 橋口久德委員でございます。

西都市議会議員 山地将生委員でございます。

西都市議会議員 米良弥委員でございます。

西都市議会議員 橋口登志郎委員でございます。

西都市議会議員 狩野保夫委員でございます。

西都警察署長 日髙重徳委員でございます。

西都土木事務所所長 迫節夫委員でございます。

児湯農林振興局長 柳田敬委員でございます。

市政連絡区長会会長 杉田幸男委員でございます。

西都市地域婦人連絡協議会会長 濵砂京子委員でございます。

桜川を憩いの場にする会代表 奥口一人委員でございます。

続きまして、市の職員を紹介させていただきます。

課長補佐の浜砂です。係長の幣島です。原田主査でございます。



戸髙主事補でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

会長選任

（事務局）

続きまして、会長の選任となっております。都市計画審議会条例第５条に、

会長は委員の互選により定める、となっておりますが、会長の選任についてご

意見等ありましたらお願いいたします。どなたかご意見はございますでしょう

か。

（事務局案でお願いしますの声あり）

それでは、勝手ではございますが、事務局の方で選任させていただきたいと

思います。前回の審議会で会長をしていただいた熊野委員に、今回も引き続き

お願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。

（異議なしの声あり）

では熊野委員よろしくお願いします。

会長あいさつ

（会長）

ただいま会長を拝命いたしました、宮崎大学の熊野と申します。今、県の都

市計画審議会専門委員会の会長をさせていただいておりまして、県内の色々な

所も分かるかと思います。本日は第６０回目ということでございまして、皆様

の貴重なご意見を賜りまして、円滑に進めさせていただければ幸いでございま

す。よろしくお願いいたします。

（事務局）

ありがとうございました。それではここからは熊野会長の進行でお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。

議席の決定

（会長）

会次第７番の議席の決定につきまして、今座られている順に反時計回りに１

番委員、２番委員というふうに議席番号を付けさせていただいてよろしいでし

ょうか。

（異議なしの声あり）

ありがとうございます。



会長職務代理者及び議事録署名委員の指名

（会長）

それでは８番目の会長職務代理者及び議事録署名委員の指名をさせていた

だきます。まずは、会長職務代理者を嶋本委員にお願いしようと思いますが、

よろしいでしょうか。

（異議なしの声あり）

それから、議事録署名委員を壱岐委員と奥口委員にお願いしたいと思います

がよろしいでしょうか。

（異議なしの声あり）

ありがとうございます。

議案審議

（会長）

それでは９番の議案審議にはいらせていただきます。本日の議案は、（１）

西都都市計画用途地域の変更と（２）西都都市計画地区計画の決定についてと

なっております。これに関連する議案ということになっていますので、続いて

事務局の方から説明をお願いいたします。

（事務局）～説明～

・西都商業高校跡地の用途地域変更検討着手までの経緯の説明

・都市計画策定の経緯の説明

R2.10.30 県下協議

R3. 5.26 説明会（参加者 4名）

R3. 5.28 公述人の募集（R3.6.11 まで）

R3. 6.16 公聴会（公述人の応募がなかったため、中止）

R3. 6.18 県事前協議

R3. 6.25 計画案の縦覧（R3.7.9 まで／縦覧 2名）

R3. 7.16 審議会

・反対意見等についての説明

R3.7.1 付けで、西都商業高校跡地周辺で農業を営まれている方々から要望

があり、7月 12 日説明会を開催（参加者 9名）。地元住民のメリットがな

い。デメリットだけだとの反対意見あり。

R3.7.14 付けで西都商業高校跡地の用途変更に対する反対の署名簿が提出

される。（総数 102 名）

・今回の議案についての説明。



（会長）

ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問や

ご意見その他なにかございますでしょうか。

（A委員）

まず今回諮問された内容、案件これについては妥当だという立場で少し発言

をさせていただきたいというふうに思います。今日に至る経緯、経過は先ほど

事務局の方からもあった通りなのですけど、一番大事なのは行政として今回の

西都商業高校の跡地を取得し、そして、処分に至って、今回の計画変更になっ

たということだと思いますけれども、市長のほうから今回の意義について、私

は伺ったわけですけれども、大変大事な内容ですので少し紹介させて頂こうと

思います。先ほどの説明と重なる点はあるのですけど、このように市長が答弁

をされました。

〈〈本市は西都原古墳群を初めとする観光地、充実した各種のスポーツ施設や

設備を有しており、観光やスポーツキャンプ等による交流人口を獲得するため

の施策を推進する上で宿泊施設等の誘致は悲願でありました。そのような中、

市において利活用の予定がなかった西都商業高校跡地を現状の面影を残しつ

つ、宿泊施設や宴会場に生まれ変わらせることはその立地から妻湯温泉はもと

より、中心市街地との連携が期待できることから地域経済の活性化に大きく寄

与する施設になると考えております。加えて地域住民から要望でもありました、

災害への避難施設や住民も利用できる集会施設の整備も予定されていること

であり、市民の皆様の安全安心に貢献出来ると考えております。〉〉

という説明をされたわけです。私の立場として、多くの市民の要望と一致でき

るものだと考えているところであります。そういう点からもですね、今回の諮

問案件については、賛成の立場で発言をしときたいと思います。

その上で、一点だけ事務局に聞いておきたいと思いますけれども、１種から

２種に変更されるわけですけれども、その場合に地域住民に不利益を生じるこ

とがあるのかですね。そのことについて、メリット、デメリットといいますか、

そういったことがあるとするのであれば、見解を伺っておきたいと思います。

（会長）

大変貴重なご意見ありがとうございました。事務局さんよろしくお願いしま

す。

（事務局）

第２種の住居地域変更に加えまして、さらに地区計画というもので網をかけ

ますので、網をかけることにより、建築の規制を行うことができ、環境負荷と

なりえる用途の排除がそれによって可能となりますので、地域住民の不利益を



生じないと事務局では考えております。

ただ、今後、西都商業高校が整備されるとですね、当然色々な心配がござい

ますが、施設の規模ですとか集客力ですとかが今現在わかっていないところで

はありますので、その動向についても注視していきたいと考えております。

（A委員）

是非ですね、担当としてもあれだけの整備がされることになれば色々なこと

があるかもしれませんけれども、色々あります時には、十分な対応をしていた

だきたいと、強く要望していきたいと思います。

（会長）

ありがとうございました。その他何かございませんでしょうか。

（B委員）

今の説明にもありましたけれども、この第１種から第２種に変更することに

よって緩和される部分についてこの都市計画の地域地区計画の変更でさらに

もとの規制に戻すような形になるのかなと私は受け取ったのですけど、言われ

ました例えば、麻雀・パチンコ・射的場いわゆるギャンブル関係が第２種にな

ると一万平米以下で可能になるけれども、これを規制して第１種と同じにする。

また、畜舎についても制限がなくなるけれども、制限して第１種程度とする

ような計画で理解してよろしいのか伺います。

（事務局）

畜舎についてはですね、１５平米を超えるもので３０００平米以下が第１種

で建てれますけれども、今回の地区計画では、１５平米を超えるものは建てれ

ないと多少厳しくはなっております。

（会長）

そのほかはございませんか。

（C委員）

二点お伺いしたいと思います。まず前提としましては、私も A委員と一緒で

この計画に対しては賛成でございます。西都市の将来を考えたときに、今すべ

き案件だと思っていますから賛成であります。

その内容で二点ばかり、一つは用途変更についてですけれどもその用途変更

はどのような要件でなし得るものなのか、今回はスムーズに用途変更になりそ

うな感じなんですけれども、他の案件で用途変更になる場合はどのような手立

てが必要なのかをお伺いしたいのが一点、もう一点、将来の西都市を考えたと



き、例えば、インターチェンジから産業専門学校の新しい道路ができました。

あのあたりの道路の周辺という所の利活用はやはり都市計画を考える上で非

常に重要だと考えております。そのあたりはどのような考えを持っておられる

のか、お伺いしたいと思います。

（事務局）

用途変更の手続き上のお話として、法律的に問題はないのかということを県

の方と協議をさせていただいて、問題がなければ、地元説明会それから、計画

案に対しての反対意見なり賛成意見を話したいという方々に対しての公聴会

ということで、公述人の募集を２週間ほどかけて募集します。今回は公述人の

募集がありませんでした。公聴会が終わりましたら計画縦覧を２週間かけて、

縦覧をさせていただきます。縦覧に出された意見等は、今回の審議会に諮問し

て、内容について検討していただきます。そしてそれが終わりましたら、県と

もう一度協議を行います。そこで特段意見がなければそのまま告示を行い、用

途が変更されます。

もう一つの都市計画外の用途でございますけれども、おっしゃる通り黒生野

周辺は色々と利活用が見込まれるところなのですが、基本的に都市計画の用途

区域は農業振興地域にはかぶせることができないということがありますので、

まずは農業サイドと農地として外して良いか、そのあたりの協議を進めてから

変えていくということになります。その後につきましては用途変更と同じよう

な手続きを進めていくということになります。

（C委員）

二つ目に対しては、農業サイドとの協議がうまくいけば、不可能ではないと

考えて良いのですね。

（事務局）

はい

（C委員）

それと用途変更につきましては、例えば、住民が今の用途では勝手が悪いと

思った場合には、地域の人達の署名を市に持っていって済むものなのか、特に

商業地域や近商とか今からまちづくりを考えた時に住居地域を取得地にした

方がいいという話がでるかもしれません。逆もありますけど、どのような形で

進むのか教えてください。

（事務局）

基本的にですね住民の方から要望等があれば市のほうで検討していきたい



と思います。そのなかで住民の要望がやはり変えた方が良いという判断になれ

ば同じように審議会の方に諮問をさせていただいてそのなかで協議をして頂

くという形になります。

（会長）

その他ございませんでしょうか。

（D委員）

一件です。小林市の小林商業高校跡地の視察に行ったことがありまして、そ

こでは、NPO 法人とかボランティアの活動の拠点として利活用されていてです

ね、運動場では高齢者の方達がスポーツをされているのを２，３年前に見た所

です。

我々商業をやっているものとしては、やはりこの日南さんの開発には期待す

るところがあるんですけど、やはり大きな金額を投資されると思われますので、

市の動きでですね、情報をもっとうまく共有されればもっと市民が必要とする

物ができるのではないかと思うので、意見として最終的にされるのはもっと先

のことですけど、民間の企業がされるわけですけど、こういうものが足りない

とかこういうものを作ったら住民の方に喜ばれるんじゃないかというような

ことをアドバイスする場を今後もっていただければやはり、作っても後でフェ

ードアウトしていくのではなくて、もっともっと活用していくと思いますので、

課長会内でもですね、こういう施設が町中ではなくなっている、例えば、市民

活動センターも今しぼんでいっていますので、そういったものを取り入れたら

どうですかとかそういった意見をアドバイスするようなことをやって頂きた

いと思います。

我々も商工会議所の方でそういう場があれば、宿泊、宴会はもちろんこうい

う施設を兼ねたらどうでしょうかということを伝えられたらと思います。

（事務局）

D委員がおっしゃる通りですね。庁内での横断的な関係といいますか、共有

いうのは必要だと思います。今回建設課のほうでずっと前から行ってきたわけ

なんですけど、庁内全体での建設的なですね、ものを進めていく必要があると

思います。

（会長）

よろしいでしょうか。

（D委員）

はい



（会長）

よく、廃校活用といって地元住民の方と行政と関係者が集まってワークショ

ップとかですね色々と意見交換して合意形成を結んでいくというような所も

他では良く見受けられるのではないかと思いますけれども。

その他何かございますでしょうか。

（B委員）

今、この提案、審議されているものが議会で決定したら、効力を発揮するま

でのスケジュールだとか流れを説明していただきたいと思います。

（事務局）

今回の都市計画審議会の中で案が認められることになりましたら、来週に県

の方に協議させていただくことになります。その協議がだいたい２、３週間か

かりまして、協議結果がかえってきてなにも無ければ８月の半ばとかお盆明け

には告示して都市計画案としては決定されます。

ただ、先ほどの地区計画というのは、市の計画としてこういうふうにしたい

というのを挙げているだけですので、法的拘束力はまったく無いものになりま

す。法的拘束力を持たせるまでの期間は、罰金とかそういったものをかけるこ

とができないというような形になります。

ですので、９月議会で地区計画の条例を作成して、それを法的に効果を持た

せるというふうなことを考えております。ですから、決定してから議会で議決

するまでの間は、法的拘束力を持たないような計画というふうな形になるので

はないかということになります。

（B委員）

確認しますけれど、西都都市計画用途地域の変更については今後検討協議を

経て効力を発揮すると、それで都市計画地区計画の決定については、市の条例

の中にいれこまないと、効力を発揮できないので９月の議会に提案して、可決

されたあとに建物の制限の効力が発揮するということですね。

（事務局）

はい。

今回の決定そして条例の前にもしかしたら、パチンコですとか、ギャンブル

施設が出来る可能性があるという心配もあるかと思うんですけど、株式会社日

南からの譲渡申請の中に土地利用計画というものが計画されていまして、その

内容を見ますと宿泊施設というものになっておりますので、心配するようなこ

とはないと考えます。



（会長）

他にございませんでしょうか。

では、皆様方の意見が出尽くしたところではないかと思いますけれども、最

後に一件ですね、事務局とは事前打ち合わせをさせていただいているんですけ

ど、そのときは気づかなかったのですけど、用途地域内の建築物用途一覧表と

いうのは全国版の参考用としてもっていると思いますが、これは古いバージョ

ンなんですよ。今の建築基準法が改正されて、これに田園住居地域というもの

が入っているんですよ。現状は。今回の審議では影響しませんけど次回は新し

いバージョンで都市計画審議会の資料としてやっていただければと思います。

知らない人から古いじゃないかと怒られたらまずいので。

その他ございませんでしょうか。

それでは議案、西都都市計画用途地域の変更及び西都都市計画地区計画の決

定について原案の通り承認するということでご意見はございませんでしょう

か。

（意義なしの声あり）

全員意義なしということで答申書を作成し、内容確認の上、答申いたします。

答申書につきましては、私に一任して頂いてよろしいでしょうか。

（異議なしの声あり）

ありがとうございました。

その他
（会長）

続きまして、会次第１０番、その他ですが、事務局より何かございますでし

ょうか。

（事務局）

今後の都市計画の予定についてお話したいと思いますけれども、今現在、都

市計画マスタープランの改定作業を行っている所です。その都市計画マスター

プランを計画、改定の段階になりましたら、またこの都市計画審議会でその内

容について、説明させて頂きたいというふうに考えております。今の所２月頃

を予定しております。

それとですね、前回、第５９回でもございましたけれども、都市計画道路の

見直し作業を行っているところなのですが、妻高校前の道路が都市計画道路と

して残っているというところで、あちらの方の見直し作業を同時期、２月の審



議会のなかで諮っていけたらというふうに考えております。

それと、来年度以降のことについてですけれども、市のほうではまだ予算を

確定しているわけではないのですけど、立地適正化計画というのを作っていき

たいと考えている所です。その立地適正化計画という通常２年から３年かけて

計画を立てるような形になっております。その立地適正化計画をたてる段階に

なりましたら、皆様方にお力をお借りしたいと考えておりますのでどうぞ宜し

くお願いいたします。以上です。

（会長）

ありがとうございました。その他なにかございませんか。

それではこれで終了させて頂きたいと思います。貴重なご意見ありがとうご

ざいました。

閉会のあいさつ

（事務局）

熊野会長ありがとうございました。

また、本日大変お忙しい中、皆様にご審議頂きまして、誠にありがとうござ

います。以上をもちまして、第６０回西都市都市計画審議会を終了いたします。

ありがとうございました。

７．審議の結果

原案通り可決。ただし、以下の条件を付す。

・西都商業高校跡地が整備された際には、地域住民に不利益が生じないよう

対策を講じること。

議事録署名委員

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印


